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目

次

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

渋
谷
区
渋
谷
四
丁
目
二
十
番
一
、
二
十
二

番
一
、
同
番
四
の
一
部
、
同
番
六
か
ら
八

ま
で
及
び
百
三
番
一

令
和
六
年
六
月
十

一
日

二　

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
七
月
三
日

　
　
　
　
　
　

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂　

木　

竜　

一

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
六
年
六

月
十
四
日

狛
江
市
東
野
川

四
丁
目
百
六
十

六
番
十
三

延
長

　

二
〇
・
八
二

幅
員

　
　

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

告
　
　
　
示

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）…	

一

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
（
二
件
）
…
…
…

　

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…	
一

○
保
安
林
の
指
定
予
定
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）…	
一

告
　
　
　
示
（
選
）

○
不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…	

二

○
不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指
定
取
消
し
…
…
…
…
…	

三

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
六
年
七
月
三
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
七
月
三
日

　
　
　
　
　
　

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂　

木　

竜　

一

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
六
年
六

月
十
八
日

小
金
井
市
貫
井

北
町
一
丁
目
八

百
四
十
一
番
十

七
及
び
同
番
十

九
の
各
一
部
、

同
番
三
十
一
並

び
に
同
番
三
十

二
の
一
部

延
長

　
　

六
・
三
〇

幅
員

　
　

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る

旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
七
月
三
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
大
丹
波
字
名
坂
八
三
九
番
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
七
九
二
番
、
八
〇
四
番
、
八
〇
六
番
、
八

〇
七
番
、
八
〇
八
番
一
、
同
番
二
、
八
一
四
番
、
八
一
六
番
、
八

三
一
番
、
八
三
二
番

二　

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件
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そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
綾
瀬

足
立
区
綾
瀬
二
丁
目
三
十
二
番
三
号

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
北
綾
瀬

足
立
区
北
加
平
町
三
丁
目
二
十
六
番

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア　

そ
ん
ぽ

の
家　

竹
ノ
塚
サ
ン
フ
ラ
ワ

ー

足
立
区
保
木
間
五
丁
目
七
番
十
二
号

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
足
立
保
塚

足
立
区
保
塚
町
四
丁
目
三
十
一
番

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
西
新
井
大
師

足
立
区
西
新
井
六
丁
目
三
十
八
番
十

二
号

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
王
子
神
谷

足
立
区
新
田
一
丁
目
三
番
十
九
号

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
扇
東

足
立
区
扇
一
丁
目
二
十
七
番
二
十
八

号

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
扇
大
橋

足
立
区
扇
一
丁
目
十
五
番
八
号

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
堀
切
菖
蒲
園

葛
飾
区
堀
切
一
丁
目
二
十
三
番
十
二

号

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア　

ラ
ヴ
ィ

ー
レ
レ
ジ
デ
ン
ス
立
石

葛
飾
区
立
石
二
丁
目
十
六
番
三
号

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア　

ラ
ヴ
ィ

ー
レ
八
王
子
片
倉

八
王
子
市
片
倉
町
七
百
二
十
二
番
地

九

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア　

ラ
ヴ
ィ

ー
レ
堀
之
内

八
王
子
市
別
所
一
丁
目
六
番
地
五

そ
ん
ぽ
の
家　

八
王
子
元
本

郷

八
王
子
市
元
本
郷
町
二
丁
目
一
番
十

二
号

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
高
尾

八
王
子
市
初
沢
町
千
四
百
六
十
四
番

地
三

そ
ん
ぽ
の
家　

八
王
子
小
宮

八
王
子
市
小
宮
町
七
百
五
十
八
番
地

三

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
武
蔵
砂
川

立
川
市
上
砂
町
三
丁
目
二
十
番
地
の

一

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
立
川

立
川
市
高
松
町
三
丁
目
十
番
一
号

そ
ん
ぽ
の
家　

三
鷹
新
川

三
鷹
市
新
川
五
丁
目
六
番
三
十
号

そ
ん
ぽ
の
家　

三
鷹
中
原

三
鷹
市
中
原
三
丁
目
一
番
十
七
号

そ
ん
ぽ
の
家　

三
鷹
牟
礼

三
鷹
市
牟
礼
七
丁
目
一
番
二
号

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
上
野
毛
駅
前

世
田
谷
区
上
野
毛
三
丁
目
十
二
番
十

七
号

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
成
城
西

世
田
谷
区
喜
多
見
九
丁
目
二
十
二
番

七
号

そ
ん
ぽ
の
家　

砧
南

世
田
谷
区
宇
奈
根
一
丁
目
四
十
一
番

十
二
号

そ
ん
ぽ
の
家　

経
堂

世
田
谷
区
船
橋
五
丁
目
十
四
番
十
一

号

そ
ん
ぽ
の
家　

成
城
南

世
田
谷
区
喜
多
見
一
丁
目
三
十
一
番

十
号

ラ
ヴ
ィ
ー
レ
レ
ジ
デ
ン
ス
世

田
谷
千
歳
台

世
田
谷
区
千
歳
台
六
丁
目
十
一
番
五

十
五
号

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア　

ラ
ヴ
ィ

ー
レ
駒
沢
公
園

世
田
谷
区
深
沢
四
丁
目
八
番
十
一
号

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア　

ラ
ヴ
ィ

ー
レ
成
城
南

世
田
谷
区
喜
多
見
三
丁
目
五
番
五
号

ラ
ヴ
ィ
ー
レ
二
子
玉
川

世
田
谷
区
鎌
田
三
丁
目
二
十
七
番
三

号

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア　

そ
ん
ぽ

の
家　

高
円
寺

杉
並
区
高
円
寺
北
二
丁
目
二
十
九
番

十
八
号

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア　

ラ
ヴ
ィ

ー
レ
東
池
袋

豊
島
区
東
池
袋
五
丁
目
四
十
三
番
六

号

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア　

ラ
ヴ
ィ

ー
レ
高
島
平

板
橋
区
坂
下
三
丁
目
五
番
二
号

そ
ん
ぽ
の
家　

板
橋
徳
丸

板
橋
区
徳
丸
六
丁
目
一
番
十
一
号

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
奈
美
木
成
増

板
橋
区
赤
塚
三
丁
目
十
三
番
一
号

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
平
和
台

練
馬
区
平
和
台
四
丁
目
九
番
十
四
号

そ
ん
ぽ
の
家　

石
神
井
公
園

練
馬
区
石
神
井
町
二
丁
目
三
十
四
番

十
四
号

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
上
石
神
井

練
馬
区
上
石
神
井
二
丁
目
二
十
二
番

二
十
七
号

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア　

そ
ん
ぽ

の
家　

光
が
丘

練
馬
区
土
支
田
一
丁
目
十
五
番
十
四

号

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

１　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該

立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面

及
び
関
係
書
類
を
東
京
都
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
及
び
奥
多
摩
町

役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

告
　
　
　
示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
九
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十

二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次

の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
六
年
七
月
三
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施　

設　

の　

名　

称

所　
　
　

在　
　
　

地

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
東
墨
田
ヒ
カ

リ

墨
田
区
東
墨
田
二
丁
目
三
番
十
八
号

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
烏
山

世
田
谷
区
北
烏
山
六
丁
目
九
番
三
号

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
上
野
毛

世
田
谷
区
中
町
五
丁
目
三
十
五
番
七

号
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Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア	

ラ
ヴ
ィ

ー
レ
狛
江

狛
江
市
西
野
川
三
丁
目
四
番
三
号

そ
ん
ぽ
の
家　

東
久
留
米
中

央

東
久
留
米
市
中
央
町
一
丁
目
九
番
二

十
号

そ
ん
ぽ
の
家　

武
蔵
村
山

武
蔵
村
山
市
三
ツ
藤
一
丁
目
四
番
地

の
一

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
稲
城
長
沼

稲
城
市
東
長
沼
千
百
二
十
四
番
地
の

一

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
稲
城

稲
城
市
東
長
沼
二
千
四
百
三
十
番
地

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア　

そ
ん
ぽ

の
家　

稲
城
矢
野
口

稲
城
市
矢
野
口
千
六
百
七
十
四
番
地

の
一

そ
ん
ぽ
の
家　

羽
村

羽
村
市
栄
町
二
丁
目
六
番
地
四

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア　

ラ
ヴ
ィ

ー
レ
羽
村

羽
村
市
五
ノ
神
一
丁
目
五
番
地
四

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十

二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し

て
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
き
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

令
和
六
年
七
月
三
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施　

設　

の　

名　

称

所　
　
　

在　
　
　

地

ベ
ネ
ッ
セ
ケ
ア
ハ
ウ
ス
今
川

杉
並
区
今
川
二
丁
目
五
番
十
八
号

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
吉
祥
寺
南

三
鷹
市
新
川
六
丁
目
六
番
十
四
号

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
三
鷹
丸
池
公

園

三
鷹
市
新
川
三
丁
目
二
十
一
番
十
二

号

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア　

ラ
ヴ
ィ

ー
レ
武
蔵
境

三
鷹
市
井
口
三
丁
目
十
六
番
二
十
四

号

そ
ん
ぽ
の
家　

昭
島

昭
島
市
宮
沢
町
二
丁
目
七
番
地
三
十

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
国
領

調
布
市
国
領
町
六
丁
目
十
二
番
地
十

一

そ
ん
ぽ
の
家　

調
布
多
摩
川

調
布
市
多
摩
川
三
丁
目
十
七
番
地
一

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
調
布

調
布
市
多
摩
川
三
丁
目
十
七
番
地
二

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア　

ラ
ヴ
ィ

ー
レ
調
布

調
布
市
上
石
原
一
丁
目
八
番
地
八

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア　

ラ
ヴ
ィ

ー
レ
南
町
田

町
田
市
金
森
四
丁
目
七
番
三
十
号

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア　

ラ
ヴ
ィ

ー
レ
町
田
小
山

町
田
市
小
山
町
六
百
五
十
二
番
地

そ
ん
ぽ
の
家　

新
小
平

小
平
市
小
川
東
町
五
丁
目
十
一
番
十

二
号

そ
ん
ぽ
の
家　

小
平
仲
町

小
平
市
仲
町
三
百
二
十
八
番
地
二

そ
ん
ぽ
の
家　

萩
山

東
村
山
市
萩
山
町
二
丁
目
九
番
地
四

十
六

そ
ん
ぽ
の
家　

八
坂

東
村
山
市
栄
町
三
丁
目
二
十
三
番
地

一

そ
ん
ぽ
の
家
Ｓ
久
米
川

東
村
山
市
美
住
町
一
丁
目
十
九
番
地

十

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア　

ラ
ヴ
ィ

ー
レ
国
立
矢
川

国
立
市
富
士
見
台
三
丁
目
三
十
五
番

地
の
三

そ
ん
ぽ
の
家　

国
立
南

国
立
市
青
柳
一
丁
目
二
十
一
番
地
の

十
四

そ
ん
ぽ
の
家　

福
生
公
園

福
生
市
熊
川
八
百
五
十
三
番
地
三

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア	

そ
ん
ぽ

の
家　

狛
江

狛
江
市
西
野
川
二
丁
目
四
番
一
号
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